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【実施の背景】
消費者庁新未来創造戦略本部では国際シンポジウムの開催をはじめとした国際交流を行
い、未来本部における成果をはじめとした消費者庁の取組を世界に発信するとともに、海外
における取組について情報収集を行っている。

JICA青年研修事業

【協力した研修の概要】
研修名：マレーシア「地方行政・消費者行政/教育」コース
研修生：マレーシアの若手（20代～30代程度）行政官 19名
期間  ：令和５年10月18日（水）～11月３日（金）

（うち、消費者庁での研修は10月19日（木）23日（月））

【JICA青年研修事業について】
開発途上国の青年層を対象に、それぞれの国で必要とされている分野における日本の経
験、技術を理解するための基礎的な研修を行い、将来の国づくりを担う人材の育成に協力
する事業。

今回はマレーシアにおける消費者行政/消費者教育分野の若手人材の育成に関し、
JICA四国、四国大学及び徳島県と連携し本研修事業の実現に至った。



【新未来創造戦略本部客員アドバイザーの講義】
田口 義明 「日本の消費者行政の歴史」
（名古屋経済大学 名誉教授、元 内閣府国民生活局長、国民生活センター理事）
日本の消費者行政の歴史については、振り返ると大きく3つの時期に区分される。
第１期:1950年代から1960年代、消費者問題が発生、「消費者行政」がスタート。
第２期:1970年代から1990年代、体制や法制が整備され発展。
第３期:2000年代以降、消費者を取り巻く状況が大きく変化、「消費者行政」は変革期。
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【消費者庁訪問】
10月19日(木)中央合同庁舎４号館にある消費者庁へ、マレーシアの若手行政官19名が訪問。
消費者行政に関する講義や、研修生と長官等幹部との意見交換の機会を設けることにより、マレーシアに
おける消費者行政の推進及び国際交流に資する取組の機運を更に後押しすることが目的。

10月19日 プログラム概要

吉岡次長による歓迎の言葉消費者庁（中央合同庁舎４号館）での開会式
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【新井消費者庁長官と研修生との意見交換】
マレーシアでは倫理に反するビジネスの横行が社会問題となっており、特に食品産業において広告と提供さ
れる実際の商品との差が大きいこと等が問題となっている。消費者の権利と産業振興との調和という点で、
日本から学べることがあると思われ、今後も意見交換をしていきたいとの発言が研修生からあった。

10月19日 プログラム概要

4研修生と長官の意見交換の様子記念撮影

【新未来創造戦略本部客員アドバイザーの講義】
川口 康裕 「消費者庁の使命及び、これまでの取組等」
（中央大学 特任教授、元 消費者庁次長）
消費者庁の設立に至った経緯から、組織編成、地方における消費者行政の取組や事故情報を集約・活
用するための体制整備、消費者庁設立に伴う関連諸法律の移管や新法の企画立案等について説明。
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【新未来創造戦略本部内の視察】
フリーアドレス制を採用するなど、ライフワークバランスを重視する新未来創造戦略本部での働き方を視察。

10月23日 プログラム概要
【新未来創造戦略本部の設置背景】
2017年７月、徳島に消費者行政新未来創造オフィスという形で開設。そのオフィスでの約３年間の活動
を経て、2020年７月に恒常的拠点ということで新未来創造戦略本部が設置された。
【新未来創造戦略本部の取組について】
①徳島を新たな実証フィールドとして活用した先駆的な取組の試行や施策効果の検証などを行うモデルプ
ロジェクト業務、②デジタル化や高齢化などの社会情勢の変化による新しい課題に関する研究を行う国際
消費者政策研究があり、徳島から世界の未来を変える消費者行政・消費者教育を推進。

執務室視察の様子 新未来創造戦略本部における働き方について



10月23日 プログラム概要
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②持続可能な社会に向けた取組（消費者行政の範囲拡大）
 食品ロス削減に係るモデルプロジェクトについて

【モデルプロジェクトの具体例】
海外の国の機関での応用可能性を見据えて、以下の観点でプロジェクトを取り上げた。
①地域との密着（地方消費者行政との関係）

 消費者安全確保地域協議会、通称：見守りネットワークについて



10月23日 プログラム概要
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①地域との密着（地方消費者行政との関係）
消費者安全確保地域協議会、通称：見守りネットワークについて

2022年の消費生活相談（87万件）の中で、契約当事者
が65歳以上の高齢者の割合は全体の29.7％（約26万件）。
認知症高齢者や障がい者における消費者被害相談は、周囲の
人からの相談が多く、65歳以上の高齢者における契約購入金
額のうち既支払額の割合が高い。
高齢者・障がい者の消費者トラブルの特徴から、本人が相談
するのを待つのでは遅く、高齢者や障がい者の周囲の人が、何
かあったら消費生活センター等につなぐ仕組みの構築が必要。

既存の福祉のネットワーク等に、消費生活センターや消費者
団体等の関係者を追加することで、「消費者被害の未然防止」
も含め、より充実した「高齢者等の安全・安心のため見守りサー
ビス」の提供を行う。 個人情報保護の観点については、法令に
基づき、見守り活動に必要があると認められる場合は、協議会
の構成員間で個人情報を含めた情報共有を行い、本人同意
が得られなかった場合でも、消費生活センターや行政に個人情
報の提供を可能としている。

消費者安全確保地域協議会の仕組み

消費者安全確保地域協議会の仕組みが始まった背景



10月23日 プログラム概要
②持続可能な社会に向けた取組（消費者行政の範囲拡大）
食品ロス削減に係るモデルプロジェクトについて

日本の食品ロスをめぐる現状
● 日本の食品廃棄等 年間2,402万トン

（食品ロスはその内523万トン）
● 食品ロスの内訳 ◎事業系 ： 279万トン（53％）

◎家庭系 ： 244万トン（47％）  
 食品ロスの約半分は家庭から

日本の食品ロス量の推移と削減目標
● 2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量、
事業系食品ロス量のいずれも半減できるよう取組を推進。

新未来創造戦略本部における食品ロス削減に関するモデルプロジェクト
スーパーマーケットにデスクマット型ポスターによる啓発
ポスターを設置したスーパーの店頭で、来店客に対し、「デスクマット型
ポスターに記載している「３つの約束」について、取り組んでみたいと思い
ましたか。」という質問でアンケート調査を実施。「全部取り組んでみたい」
「１つでも取り組んでみたい」を選択した方は94.4%であった。
啓発絵本の読み聞かせによる啓発
幼稚園や家庭で、絵本の読み聞かせを行い、読み聞かせの前後にお
いて「子どもが食事を完食する頻度の変化」についてアンケート調査を実
施。読み聞かせ後には、食事を食べきれる子どもの割合が増加した。
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10月23日 プログラム概要
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【政策研究の具体例】
研究の手法も加味した上で、 以下の観点で政策研究を取り上げた。

①社会情勢※の変化に伴う消費者問題への研究（※ 新型コロナウイルスの感染拡大等）
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による消費行動の変化等に関する研究

②社会構造※の変化に伴う消費者問題への研究（※ 高齢化の進行等）
 高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究

③消費者行政における収集情報のデータ分析に係る研究
PIO-NETを利用した消費者問題の傾向分析
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①社会情勢※の変化に伴う消費者問題への研究（※ 新型コロナウイルスの感染拡大等）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による消費行動の変化等に関する研究

    「コロナ禍における家計の備蓄 フィールド実験によるエビデンス」 松田 絢子 客員主任研究官（関西大学准教授）

10月23日 プログラム概要

2020年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大初期において、
日用品の購入急増が見られたことを背景に、パンデミック時の消
費者の購買・備蓄行動を明らかにするため、初回の緊急事態宣
言前後と感染拡大から約１年後の２時点について、フィールド実
験を実施し、計量経済学を用いて分析を行った。

無作為化比較試験により４群に対して、備蓄に関する異なる
チラシによる情報提供を行い、介入効果を比較したところ、チラシ
を実際に読んだと回答した人ほど効果が高く、また、情報介入によ
り意識や知識が優位に向上したことが分かった。また、年齢や所
得、世帯人数、子どもの有無、職業、不安等が過剰な購買行動
に大きく影響することが明らかとなった。
これらの結果から、情報提供によって、変化や困難に対応する
能力が高まり、緊急事態に対してより良い購買・備蓄行動に繋が
ることが示された。

結果・考察

背景・目的
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②社会構造※の変化に伴う消費者問題への研究（※ 高齢化の進行等）
高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究

「日本における高齢者の消費者トラブルの実態と対応策」 成本迅客員主任研究官（京都府立医科大学大学院教授）

10月23日 プログラム概要

我が国の高齢化及び認知症発症者の増加を背景として、また、
認知症高齢者は、消費者トラブルに遇いやすいが問題が潜在化
しやすいため解決が困難になるケースがあることが指摘されている
ことを踏まえて、高齢者の消費者行動における課題抽出を目的
に、全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）の
データ分析を行い、また、高齢者にサービス提供や販売を行ってい
る企業やその業界団体にヒアリング調査を実施した。

PIO-NETのデータ分析から、判断不十分者契約の相談経路
や相談内容の特徴が明らかになった。また、実際には判断不十分
者契約と判断されなかったケースの中にも、判断不十分者契約の
可能性があるケースが相当数存在している可能性が示された。
企業・業界団体へのヒアリングからは、顧客を認知症であると判
断することの難しさが課題であり、それらの顧客への対応ニーズが
高まっていることが明らかとなった。
本研究成果物として、認知症のある消費者の方にどのように対
応していくかのヒントとなるガイドとして、冊子を作成している。

結果・考察

背景・目的



③消費者行政における収集情報のデータ分析に係る研究
PIO-NETを利用した消費者問題の傾向分析
谷岡 広樹 客員主任研究官 （徳島大学大学院講師）

10月23日 プログラム概要
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全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）の相談
情報のうち、非常時または突発的な事案発生時に、どのような消
費者被害が増えているかの早期把握が現状難しいところ、「新型
コロナウイルス関連」の相談情報に着目し、テキストマイニングによ
る分析を加えた上で、相談内容や相談件数の時系列的な変化
を明らかにした。

新型コロナウイルス関連の相談情報のテキストデータを形態素
解析し、高頻度キーワードの変動の月別分析を行い、次に、ト
ピックモデルを利用することで、具体的にどのような相談内容（ト
ピック）が目立っていたのか、月別に分析を行った。
また、連続する2ヶ月のトピックの類似度の変化を複数の類似度
で定量的に可視化することで、トピックの時系列的な変遷を明ら
かにしたところ、トピックに変化がみられたタイミングで緊急事態宣
言が発出されていることが明らかになった。
現状の注意喚起の方法と相談件数への影響について、さらなる
調査が必要ではないかと考える。

結果・考察

背景・目的



消費者問題はデジタル化・グローバル化が進む社会において、世界共通の課題
新しい消費者問題を迅速に把握して的確に対処するとともに、国境を越える消費者問題を
防止・解決するには、外国当局との協力や国際連携の推進が不可欠

おわりに
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●DX･GX時代に対応した、日本における国・地方自治体の消費者行政
消費者被害の防止に向けた体制整備、消費者安全の確保、消費者教育・エシカル消費の推進等
●消費者行政を通じた地方創生手法・産学官連携手法等について学ぶ機会を提供

今後の展望

総括

→ 研修生達が、将来、自国の消費者行政の推進をより効果的に担うことに資すること、
 消費者行政推進を通じた地域活性化、地方創生、SDGs 推進等に貢献することも  

目指している

→ 消費者保護に関心を持つ国が増え、その国々と連携体制を構築して
 調和を進めることが重要


	�令和６年３月18日�消費者庁新未来創造戦略本部
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

